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○
国
土
交
通
省
令
第
八
十
号

安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を

図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通

省
関
係
省
令
の
整
理
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
理
に
関
す
る
省
令

（
都
市
計
画
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
令
第
三
十
八
条
の
七
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

（
令
第
三
十
八
条
の
七
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
四
十
三
条
の
七

令
第
三
十
八
条
の
七
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為

第
四
十
三
条
の
七

令
第
三
十
八
条
の
七
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
四

（
略
）

一
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
が
行
う
独
立
行
政

二
十
五

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
が
行
う
独
立
行

法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号

政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十

）
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
（
石
油
等
（
同
法
第
三
条
に
規

四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
（
石
油
等
（
同
法
第
三
条

定
す
る
石
油
等
を
い
う
。
）
の
探
鉱
に
係
る
調
査
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
こ

に
規
定
す
る
石
油
等
を
い
う
。
）
の
探
鉱
に
係
る
調
査
に
関
す
る
も
の
に
限
り

れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
行
為

、
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
行
為
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（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
建
設
省
令
第
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
令
第
十
三
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

（
令
第
十
三
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
二
十
四
条

令
第
十
三
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲

第
二
十
四
条

令
第
十
三
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
四

（
略
）

一
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
が
行
う
独
立
行
政

二
十
五

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
が
行
う
独
立
行

法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号

政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十

）
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
（
石
油
等
（
同
法
第
三
条
に
規

四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
（
石
油
等
（
同
法
第
三
条

定
す
る
石
油
等
を
い
う
。
）
の
探
鉱
に
係
る
調
査
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
こ

に
規
定
す
る
石
油
等
を
い
う
。
）
の
探
鉱
に
係
る
調
査
に
関
す
る
も
の
に
限
り

れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
行
為

、
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
行
為
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（
国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年

国
土
交
通
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
令
第
十
五
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

（
令
第
十
五
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
六
条

令
第
十
五
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る

第
六
条

令
第
十
五
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
四

（
略
）

一
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
が
行
う
独
立
行
政

二
十
五

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
が
行
う
独
立
行

法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号

政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十

）
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
（
石
油
等
（
同
法
第
三
条
に
規

四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
（
石
油
等
（
同
法
第
三
条

定
す
る
石
油
等
を
い
う
。
）
の
探
鉱
に
係
る
調
査
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
こ

に
規
定
す
る
石
油
等
を
い
う
。
）
の
探
鉱
に
係
る
調
査
に
関
す
る
も
の
に
限
り

れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
行
為

、
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
行
為
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附

則

こ
の
省
令
は
、
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
一
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


